
平成 29年度 國學院大學 協定留学生(派遣)の募集について 
 

 協定留学制度（派遣留学）は、本学が国際交流協定を締結している外国の大学へ本学学生を交換留学生とし

て派遣する制度です。下記により募集致しますので、積極的に選考試験にチャレンジして下さい。 

記 

【留学先】A カナダ・マニトバ大学   B 米国・ビンガムトン大学  C 中国・南開大学  

D 中国・復旦大学中文系   E 韓国・京畿大学校     F  台湾・南台科技大学 

G ベトナム・ハノイ大学 

【留学の期間】 

平成 29年 9月より 2学期間(約 1年)または 1学期間(約半年) 

 

【留学の資格】 

 留学ができる学生は、以下の資格を満たしている必要があります。 

１、 本学学部学生 

２、 留学開始時点で本学に 2学期以上在学していること 

３、 留学先大学が求める外国語実用能力を有していること 

A, B 英語圏 ： TOEFL-PBT550点相当（TOEFL-iBTのスコアは主催者発表の換算表により評価） 

C, F 中国語圏(南開大学、南台科技大学)： HSK:漢語水平考試4級以上※、中国語検定3級以上、TOCFL:華語文 

能力測験(聴力・閲読)基礎級以上 のいずれかを取得している 

D  中国語圏(復旦大学)： HSK:漢語水平考試5級180点以上※、中国語検定2級以上、TOCFL:華語文能力測験(聴力・ 

閲読)進階級以上 のいずれかを取得している 
※HSK漢語水平考試の基準についての詳細は、国際交流課までお問い合わせください。 

E    韓国・京畿大学校： 韓国語能力試験5級相当以上 

  G    ベトナム・ハノイ大学： ◆ハノイ大学のベトナム語コース受講希望者…国際交流課までご相談ください。 

◆ハノイ大学の正課一般科目受講希望者… 英語圏の条件と同じです。 

【留学中の身分】 

留学生は、留学中も本学学則が適用され、外国大学での在学期間は本学の修業年限に算入されます。 

（算入する年限は 2学期間を限度とします） 

【出願手続】 

協定留学出願書類は、渋谷キャンパス国際交流課で交付します。 

【出願期間】 

 平成 29年 1月 10日(火)～同 1月 16日(月) 

【選考方法・実施日】 

提出された書類、筆記試験、面接および派遣先国での適応能力等を総合して選考されます。筆記試験、面接

の実施日については、2月上旬を予定しています。詳細は別途応募者に連絡します。 

【単位の認定】 

留学先で取得した成績は、本学の単位として認定された場合は３０単位を限度に要卒単位に算入できます。 

【履修の保留】 

本学での通年開講科目については、事前に履修保留の手続きをすることによって、協定留学開始前の学期

(前期)と翌年の後期に分けての履修が認められる場合があります。 

【留学期間中の学費】 

 留学期間中の協定校への学費は原則として免除されますが、本学への学費は全額納入が必要です。 

【協定留学生を対象とした奨学金】 

2学期間 30万円、1学期間 15万円の奨学金制度があります。詳細は国際交流課にお問い合わせください。 

協定留学生(派遣)への出願を希望している学生を対象に説明会を開催いたします｡    

● 【英語圏 】11月 12日(土) 14:30～16:00 (会場 渋谷キャパス国際交流ｾﾝﾀｰ 2階 201教室) 

● 【中国語圏】11月 12日(土) 14:30～16:00 (会場 渋谷キャンパス国際交流センター1階 国際交流課) 

● 【韓国・京畿大学校、ベトナム・ハノイ大学】個別対応になります。国際交流課までご相談ください。 

 

協定留学に関する詳細は、「国際交流ガイドブック」（国際交流課で配布中です。）を参照してください。 

なお、出願希望者は、渋谷キャンパス・国際交流課へお問い合わせ下さい。 

Tel:03-5778-7061  E-mail:kokusai@kokugakuin.ac.jp 

留学相談： 於、国際交流課（渋谷キャンパス）月～土 9:00～17:00(できるだけ、事前にご予約ください) 

平成28年10月20日 


